
                                   

災 害 対 策 調 査 特 別 委 員 会 資 料 

令 和 元 年 ６ 月 １ ８ 日 

危 機 管 理 室 防 災 危 機 管 理 課 

 

 

「避難勧告等に関するガイドライン」の改定に伴う 

 「警戒レベル」を用いた情報発信について 

 

平成 30 年７月豪雨を教訓とし、内閣府及び総務省消防庁は、避難対策の強化の

ため「避難勧告等に関するガイドライン」を改定した。（平成 31年 3月） 

本改定は、防災情報を誰もが直観的に理解することができるよう、新たに 5段階

の警戒レベルにより提供し、住民の自発的な避難判断を支援することを柱としてい

る。それに伴い、区が避難勧告等を発令する際には、対応する警戒レベルを併せて

伝達することとなるため、その概要について報告する。 

 

 

１ 避難勧告等に関するガイドラインの主な変更点 

災害発生のおそれの高まりに応じて、住民がとるべき行動を 5段階に分けること

により、「情報」と「行動」の対応について明確化を図る。 

●【警戒レベル３】は高齢者等避難、【警戒レベル４】は全員避難とし、避難の 

タイミングを明確化する。 

  ●【警戒レベル５】は災害発生情報とし、命を守る最善の行動を促す。 

 

２ 警戒レベルの概要 

  別紙資料のとおり 

 

３ 区の対応 

  本年の出水期より、防災行政無線・ホームページ・SNS 等で避難勧告等を発信す

る際に、5段階の警戒レベルを付す。また、7月の「広報いたばし」にて警戒レベル

の概要について区民に周知する。 

 

４ 担当・お問い合わせ 

【警戒レベルの設定について】 

 内閣府政務統括官（防災担当）   ０３－５２５３－２１１１（大代表） 

【板橋区担当部署】 

 危機管理室 防災危機管理課    ０３－３５７９－２１５９ 
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